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 羽曳野市議会議員のハラスメント 

の防止等に関する条例を可決 

 

羽曳野市議会は、令和７年２月 25 日に開催された令和７年第１回定例市議会第１

日目において、下記の条例案を上程し、全会一致で可決した。 

 

 

議案 羽曳野市議会議員のハラスメントの防止等に関する条例の制定について 

制定理由 

ハラスメントが心身に有害な影響を及ぼし、議員の公正な職務の遂行を

妨げるものであることに鑑み、ハラスメントの防止等に関する議長及び

議員の責務を明らかにするとともに、ハラスメントが生じた場合にとる

べき措置を定めることにより、将来にわたる市議会の適正な運営を確保

するための条例。 

条例内容 

条例制定の目的や議長の責務、議員の責務をそれぞれ規定。  

その他、議員、職員からのハラスメントの被害、苦情又は相談

の申出に対応するため、｢議会ハラスメント相談窓口｣を議会事

務局に置くこと、相談事案に関わる者の守秘義務、「議会ハラ

スメント調査特別委員会」を設置する旨規定。  

また調査の結果、ハラスメントがあったことが確認されたとき

の、公表等について等を規定しています。  

（※詳細は、別紙の羽曳野市議会議員のハラスメント防止条例をご参照

してください。） 
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